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１ 目的 

 全国的に，高度経済成長期に整備された多くの公共施設等（公共建築物，道

路，橋りょう，下水道，公園，準用河川※１，水路等）の老朽化が進行しており，

生産年齢人口の減少などによる税収減により，厳しい財政状況が予想され，公

共施設等の大規模な改修や更新における財源確保が困難となるおそれがありま

す。また，少子超高齢社会に伴う公共施設等の施設ニーズの変化などへの対応

についても課題となっています。 

国においては関係省庁連絡会議を設置し，２０１３年（平成２５年）１１月

に国や地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を

推進する「インフラ長寿命化基本計画」を策定するとともに，それを受け，国

土交通省が，２０１４年（平成２６年）５月に施設分野ごとに取組内容を示し

た「インフラ長寿命化行動計画」を策定しました。  

また，２０１４年（平成２６年）４月には，総務省から各地方自治体に公共

施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため，「公共施設等総合管理計画」

の策定について要請が出されました。 

本市では，公共施設等の施設種別ごとの計画に基づき再整備や長寿命化等に

取り組んできましたが，国から各地方自治体に公共施設等の総合的かつ計画的

な管理を推進するため「公共施設等総合管理計画」の策定に当たっての指針が

示されたことから，２０１５年（平成２７年）３月に「藤沢市公共施設等総合

管理計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。 

この度，国から長期的な視点をもって公共施設マネジメントを推進する観点

から，維持管理・更新等に係る経費やユニバーサルデザイン化など，記載事項

の考え方等について見直しの視点が示されたため，本計画を改定し，公共サー

ビスの向上と安全・安心なまちづくりを進めます。  

図１－１ 各計画の体系 
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２ 公共施設等の現状及び将来見通し 

ここでは，（１）公共施設等の現状及び課題として，公共施設等の整備状況や

今後の施設整備に対する課題を示すとともに，（２）人口推計として，２０４０

年（令和２２年）までの年齢３階層別の人口推計，（３）公共施設等の更新等に

係る中長期的な経費見込み及び財政見通しとして，今後１０年間及び３０年間

にかかる更新費用の推計及び令和４年度から５年間の本市の財政見通しを記載

します。 

 

(1) 公共施設等の現状及び課題 

現在，本市が保有している公共施設の施設類型ごとの施設数等については

次のとおりです。 

 

表２－１ 公共施設の施設類型ごとの施設数等  

  （※公共建築物は令和 2 年 3 月 31 日時点）  

   

公共施設等の多くは昭和３０年代から昭和５０年代における人口の増加に

合わせ整備拡充を行ったことから，２０年後には建設後５０年以上経過する

施設の割合は，公共建築物は６６％，橋りょうは５３％，下水道（管路）は

６７％となります。そのため，老朽化対策，施設更新時期の集中など課題が

多く，施設類型ごとに整備計画，長寿命化方針等を策定し計画的に整備を推

進してきました。 

しかしながら今後は，施設類型ごとの整備だけではなく，公共施設等全体

の状況を把握し，中長期的な視点をもって，限られた予算の中で施設全体の

整備を計画的に進めていくことが重要となっています。 

施設類型 施設数等 

建設後 50 年以上経過する 

施設の割合 

令和 3 年 

3 月 31 日現在 
10 年後 20 年後 

公共建築物 
377 施設 1,465 棟 

（特別会計施設含む） 
7％ 35％ 66％ 

道路 約 1,300km - - - 

橋りょう 253 橋 17％ 36％ 53％ 

下水道（管路） 約 1615.2km 22％ 48％ 67％ 

公園 313 箇所 - - - 

準用河川 約 10km - - - 
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(2) 人口推計 

２０１５年（平成２７年）の国勢調査を基に行った「藤沢市将来人口推計」

では，市の人口は，２０３０年（令和１２年）に約４４万４千人でピークを

迎え，その後ゆるやかに減少に転じますが，２０４０年（令和２２年）にお

いても２０２０年（令和２年）の人口をやや上回る見込みです。（図２－１） 

人口構造の変化については，２０２０年（令和２年）から，団塊ジュニア

世代がすべて６５歳以上となる２０４０年（令和２２年）までの２０年間で，

高齢者人口は約３８％，約４万１千人増加する見込みです。一方で，生産年

齢人口は約１０％，２万８千人減少することが見込まれています。また，世

帯数は，高齢者や非婚者をはじめとする単身世帯化がさらに進むことにより，

人口の増減に関わらず増加を続け，２０４０年（令和２２年）に約１９万９

千世帯でピークとなる見込みです。 

今後は，実際の人口動態について注視するとともに，少子超高齢化に伴う

今後の人口減少社会の進展を見据え，人口構成の変化に合わせた行政サービ

スの質的向上を図りながら，適正な公共施設等の配置及び規模を検討してい

くことが求められています。 

 

図２－１ 年齢３階層別の人口推移 

（出典：「藤沢市市政運営の総合指針２０２４」） 
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(3) 公共施設等の更新等に係る中長期的な経費見込み及び財政見通し 

ここでは，公共施設等を一般会計施設※２（公共建築物，道路，橋りょう）

と特別会計施設※３（下水道等）とに区分して，公共施設等の更新等に係る

中長期的な経費見込み及び財政見通しを記載します。 

 

 ア 一般会計施設 

公共施設等の現況及び将来の見通しとして，公共施設等の維持管理・更

新等に係る中長期的な経費の見込みについて，既存施設を耐用年数経過時

に単純更新した場合の見込みも記載し，長寿命化対策等に係る経費と比較

することで効果額を示します。 

公共建築物，道路，橋りょうを現在の規模のまま更新すると仮定した場

合における，今後１０年間の費用を試算した結果，１０年間で必要な更新

経費は約１，８８６億円が必要となる試算結果となっています。（表２－

２） 

また，今後３０年間で必要な更新経費は約５，８７９億円が必要となる

試算結果となっています。（表２－３）  

なお，この試算結果は，多くの不確定要素に左右される可能性を含んだ

ものではありますが，中長期的な視点での経費の見込みを確認すると，財

政負担の軽減・平準化に取り組むにあたっては長寿命化対策が有効である

ことが確認できます。 

このため，単年度に一斉に施設更新を迎える年度があることなどを踏

まえると，公共施設等を単純に更新していくことは，極めて困難な状況

であることから，財政負担を軽減，平準化することと合わせて，公共施

設等の長寿命化，機能集約等を推進していく必要があります。 
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表２－２ 今後１０年の経費の見込み 

【経費の見込みの記載について】

(1)　総合管理計画の初年度を起点とした10年間について、次の表の区分により、長寿命化対策等の効果を反映した当該10年間において必要となる経費

　　　について、普通会計と公営事業会計に区分した上で、それぞれを建築物とインフラ施設に区分して記載すること。

(2)　備考の定義に基づき、「維持管理・修繕」、「改修」、「更新等」ごとの見込み額を記載すること。

(3)　既存施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の（自然体の）見込みも記載すること。

(4)　普通会計と公営事業会計のそれぞれの区分ごとに、充当可能な財源の見込み（地方債、基金等の充当額の見込み、充当の考え方等）を記載すること。

(5)　そのほか、財政負担の平準化を図る観点から、対象期間の各年度ごとの経費見込みを記載した資料を別途作成すること。

(6) 現在、維持管理・更新等に要している経費について直近のものを記載すること。

【令和3年度から10年間】

今後10年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み （百万円）

維持管理
・修繕(①)

改修(②) 更新等(③)
合計(④)

(①＋②＋③)
財源見込み

耐用年数経過
時に単純更新し

た場合（⑤）

長寿命化対策
等の効果額

（④-⑤）

建築物(a) 6,012 17,084 5,721 28,817 国費,基金,起債,一般財源 30,255 -1,438

インフラ施設(b) 24,095 1,826 346 26,267 国費、起債、一般財源 158,347 -132,080

計(a＋b) 30,107 18,910 6,067 55,084 188,602 -133,518

建築物(c) 331 454 0 785 国庫，起債 0 785

インフラ施設(d) 12,372 4,197 29,881 46,450 国費，起債 326,759 -280,309

計(c＋d) 12,703 4,651 29,881 47,235 326,759 -279,524

6,343 17,538 5,721 29,602 30,255 -653

36,467 6,023 30,227 72,717 485,106 -412,389

42,810 23,561 35,948 102,319 515,361 -413,042

【備考】

※ 建築物：学校教育施設、文化施設、庁舎、病院等の建築物のうち、インフラ施設を除いたもの。

※ インフラ施設：道路、橋りょう、河川、公園、下水道等及びそれらと一体となった建築物。

※ 維持管理・修繕：施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕

　　を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく

　　消耗部品の取替え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

※ 改修：公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。転用も含む。

※ 更新等：老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

合計(a＋b＋c＋d)

一般会計

特別会計

建築物計(a＋c)

インフラ施設計(b＋d)

 

 

表２－３ 今後３０年の経費の見込み 

【経費の見込みの記載について】

(1)　総合管理計画の初年度を起点とした30年の期間について、次の表の区分により、長寿命化対策等の効果を反映した当該期間において必要となる

　　　経費について、普通会計と公営事業会計に区分した上で、それぞれを建築物とインフラ施設に区分して記載すること。

(2)　備考の定義に基づき、「維持管理・修繕」、「改修」、「更新等」ごとの見込み額を記載すること。

(3)　既存施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の（自然体の）見込みも記載すること。

(4)　そのほか、財政負担の平準化を図る観点から、対象期間の各年度ごとの経費見込みを記載した資料を別途作成すること。

(5)　現在、維持管理・更新等に要している経費について直近のものを記載すること。

【令和3年度から30年間】

今後30年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み （百万円）

維持管理
・修繕(①)

改修(②) 更新等(③)
合計(④)

(①＋②＋③)

耐用年数経過時に
単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策等の
効果額

（④-⑤）

建築物(a) 18,036 76,486 35,502 130,024 136,015 -5,992

インフラ施設(b) 72,232 5,113 6,097 130,023 451,858 -321,835

計(a＋b) 90,268 81,599 41,599 260,047 587,873 -327,827

建築物(c) 993 4,258 0 5,251 8,081 -2,830

インフラ施設(d) 43,130 14,483 110,128 167,741 817,790 -650,049

計(c＋d) 44,123 18,741 110,128 172,992 825,871 -652,879

19,029 80,744 35,502 135,275 144,096 -8,822

115,362 19,596 116,225 297,764 1,269,648 -971,884

134,391 100,340 151,727 433,039 1,413,744 -980,706

【備考】

※ 建築物：学校教育施設、文化施設、庁舎、病院等の建築物のうち、インフラ施設を除いたもの。

※ インフラ施設：道路、橋りょう、河川、公園、下水道等及びそれらと一体となった建築物。

※ 維持管理・修繕：施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕

　　を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく

　　消耗部品の取替え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

※ 改修：公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。転用も含む。

※ 更新等：老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

合計(a＋b＋c＋d)

一般会計

特別会計

建築物計(a＋c)

インフラ施設計(b＋d)
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今後の公共施設等整備を含む建設事業等経費の財政見通しについては，

表２－４の太枠に示すとおり，５年間をとおして増加傾向にあるため，厳

しい財政状況に対応し，健全財政を保ちながら計画的な財政運営を行う必

要があります。 

 

表２－４ 中期財政フレーム 2022 年度（令和４年度）～2026 年度（令和８年） 

　 （単位：百万円）

2021年度
（R3）

当初予算

2022年度
（R4）
推計

2023年度
（R5）
推計

2024年度
（R6）
推計

2025年度
（R7）
推計

2026年度
（R8）
推計

歳入 156,268 156,360 155,735 162,365 163,904 167,536

99,017 100,411 101,037 100,494 101,066 101,619

77,879 80,073 80,699 80,156 80,728 81,281

個人市民税 31,592 33,692 33,866 33,956 34,125 34,272

法人市民税 2,612 2,622 2,619 2,616 2,614 2,613

固定資産税 32,267 32,574 32,949 32,406 32,747 33,090

その他 11,408 11,185 11,265 11,178 11,242 11,306

7,200 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

13,938 16,838 16,838 16,838 16,838 16,838

38,745 37,141 37,721 38,975 42,414 42,597

7,959 8,957 7,031 12,137 10,804 13,554

10,547 9,851 9,946 10,759 9,620 9,766

156,268 163,733 163,071 172,771 176,567 181,778

86,007 85,579 85,801 88,789 88,897 92,482

28,689 28,121 26,882 28,204 26,987 28,614

48,172 48,141 49,777 51,470 53,380 55,359

9,146 9,317 9,142 9,115 8,530 8,509

35,233 37,757 37,801 37,542 37,971 37,542

19,500 20,126 20,504 20,812 21,366 22,104

15,528 20,271 18,965 25,628 28,333 29,650

0 ▲ 7,373 ▲ 7,336 ▲ 10,406 ▲ 12,663 ▲ 14,242

国・県支出金

一般財源

市税

繰入金・繰越金

その他の一般財源

義務的経費

人件費

市債

その他の特定財源

歳出

建設事業等経費

歳入-歳出（財源不足）

扶助費

公債費

一般行政経費

他会計繰出金

 
（出典：「藤沢市中期財政フレーム 2022 年度（令和 4 年度）～2026 年度（令和 8 年度）」） 
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  イ 特別会計施設 

下水道事業については，下水道事業経営戦略において令和２年度から令

和４年度までの３年間における浄化センター・ポンプ場施設や管路施設の

維持管理等にかかる費用を約３６２億円，建設改良費等（建設にかかる費

用や企業債償還金等）を約２５７億円かかると見込んでいます。 

なお，維持管理費の財源は，汚水処理に関するものは下水道使用料で，

雨水処理に関するものは一般会計からの負担金等により賄っており，建設

改良費等の財源は，国からの補助金，企業債及び内部留保資金等で賄って

います。 

今後，人口減少社会の進行等により下水道使用料収入の減少が見込まれ

る一方，施設の老朽化等による維持管理費の増大や耐震化・長寿命化等の

ための建設改良費の増大が見込まれています。 

このような課題を抱える中で健全な事業経営を行うためには，中長期的

な視点に立った財政計画を立てる必要があることから，現在，令和５年度

から令和１４年度までを対象とした中期経営計画の策定を進めています。 

市民病院事業については，平成２４年度より，建て替え等の再整備を進

めており，その再整備に要する費用をシミュレートした結果，適正な維持

管理の実施など必要な対策を計画的かつ着実に実行していくことで，健全

な病院経営を将来にわたり進めることが可能となっています。 
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(4)  有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率は，公共資産等の取得価格等に対する減価償却

累計額の割合によって算出され，資産の老朽化を表す指標で，進行に伴い

数値は上昇します。耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過してい

るのか全体的に把握することができ，公共施設等のマネジメントに活用す

ることがでます。 

本市の有形固定資産減価償却率については，類似団体内平均と比較する

と約６ポイント低い数値となっており，藤沢市公共施設再整備プランを定

め，計画的な整備に取り組んでいること等によるものと考えられます。し

かしながら，平成３０年度は，築５０年以上の建築物等の老朽化が進展し

ていることから，割合はわずかに上昇しており，引き続き財政負担を的確

に捉え，計画的な老朽化対策を推進する必要があります。 

 

図２－２ 有形固定資産減価償却率の推移 
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藤沢市道路工事等 

調整連絡協議会 

（道路，下水道等） 

３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

(1) 計画期間 

各個別計画の計画期間については，公共建築物及び下水道が２０年，橋

りょうが５０年，公園については遊具等耐用年数が短い施設が多いため１

０年となっています。 

本計画については対象施設が多い公共建築物及び下水道の計画期間であ

る「２０年」を計画期間とします。 

 

(2) 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

全庁的な取組体制としては，庁内委員会である「藤沢市公共資産活用等

検討委員会※４」において，公共建築物や公有地等の総合的な管理及び庁内の

情報共有を図ります。（図３－１） 

情報共有に当たっては，各年度の第一四半期に各部が所管する公共施設

等の整備計画の前年度実績と当該年度計画の報告を行います。 

また，道路や下水道といったインフラ施設等については，修繕や復旧工

事の修繕支出の重複を避けるため，定期的に「藤沢市道路工事等調整連絡

協議会※５」を開き，民間インフラ事業者※６等を含め，工事計画等の情報共有

を図ります。  

 

図３－１ 全庁的な取組体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県及び企業庁主体事業との情報共有 

 藤沢市公共資産活用等検討委員会  

 
『委員構成』 

企画政策部・財務部・総務部・経済部・計画建築部・

都市整備部・道路河川部 
財務部 

（予算，決算， 

固定資産台帳） 

政策会議※７ 

事務局：企画政策部企画政策課 

審議事項 
等の報告 
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(3) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理は，地域社会の構築や将来のまち

づくりを推進するためには必要不可欠なものであり，国が推進している国

土強靭化（ナショナル・レジリエンス）に資するものです。 

公共施設等の管理に関する事項の実施方針等について示します。 

 

ア 点検・診断等の実施方針 

施設の安全確保や効率的かつ効果的な維持管理・更新等の方向性，優先

度の検討に当たり，公共施設等の点検・診断等を行うことが重要です。 

具体的な点検・診断等には大きく３つあり，１つ目は施設管理者による

日常点検，２つ目は法令等に基づき定期的に行う点検，３つ目は災害や事

故発生等による緊急点検です。それぞれの点検はそれぞれの目的を持って

必要な時期に必要な項目について実施されるため，施設ごとに点検結果の

一元管理を行い，点検履歴の蓄積を図ります。 

また，点検により不具合箇所が発見された情報など他の公共施設の点検

の参考となるものについては，各施設管理者間で情報共有を図ります。 

 

イ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公共施設等の維持管理・修繕・更新等には，多額の経費が必要となりま

す。修繕や施設整備の時期が重複することで，年度ごとに予算が多い年度

と少ない年度が出現することが予想されることから，点検保全等を基に優

先順位を定め，修繕を適切な時期に行うことを基本に工事箇所の調整を行

い予算の平準化を図ります。 

なお，従来の損傷が明らかになってから修繕等を行う事後保全型の維

持管理から，修繕等を計画的に行う予防保全型の維持管理へ順次移行す

ることを基本に，健全な状態を維持しながら長寿命化を図り，ライフサ

イクルコストの縮減を目指します。 

移行に当たり当面の間は，施設ごとに経過年数や耐震性など，施設の状

況を総合的に把握し検証等を行った上で優先順位を定め，財政状況を見極

めながら順次移行を推進します。 

  施設更新に当たっては，施設の運営方法を含め，より効果的かつ効率

的なサービスの提供が可能となる手法の一つとして，PPP※８・PFI※９といっ

た民間活力の導入を検討します。更に，現在も近隣市町との広域行政に

より，施設の相互利用や設置等を行っていますが，今後も広域行政によ
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る施設整備について協議・検討します。 

 

ウ 安全確保の実施方針 

  点検・診断等により施設の危険性が認められた場合には，その後の活

用方策の検討に合わせ，修繕，更新等を行います。 

   

エ 耐震化の実施方針 

   施設の安全性の確保及び被災時における機能不全等のリスクを回避す

るため，特に旧耐震基準で建設された施設等，被災時に影響の大きい施

設を重点的に耐震化を図ります。 

 

オ 長寿命化の実施方針 

    事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に順次移行すること

を基本に，適正な管理を行い公共施設等の長寿命化を図ります。 

    また，新たに施設整備を行う際には，長期に利用できる仕様を検討し，

公共施設等の長寿命化を図ります。 

 

カ 統合や廃止の推進方針 

  公共建築物については，将来的な人口の動向や少子超高齢社会などの

社会情勢の変化等を踏まえ，それぞれの機能の必要性を検討します。 

機能が不要と判断された施設については，他の機能での有効活用を検討

し，有効活用を行わない場合には施設を廃止し，機能が必要と判断された

施設についても，施設更新の際には，周辺施設や同種施設等との統合を検

討します。 

  また，統合や廃止に当たっては，市民や各施設利用者に対し，意見交

換や説明会等を実施します。 

  なお，道路，下水道等のインフラ施設は，社会生活を支える基盤施設

のため，一部のインフラ施設を除き原則として廃止や統合は行いません。 

 

キ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

  公共施設等の適正管理に当たっては，担当課だけではなく，全庁的な

取組体制を構築する必要があるとともに，職員一人ひとりの意識啓発が

重要であることから，公共施設を取り巻く問題点や公共施設マネジメン

トに関する意識の醸成が重要なため，公共施設等の管理に関する庁外研
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修等を利用するなど，積極的に情報収集を図るとともに，その内容を全

庁的に共有していきます。 

 

(4) フォローアップの実施方針 

本計画については，本市の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進

するものであるため，その進捗状況と合わせて，施設類型ごとの個別施設

計画についてもホームページ等で公表します。 

また，本計画の見直しについては，計画期間である２０年を４期に分け

５年ごとに行うことを基本としますが，各個別計画の策定や見直しを実施

した場合には，本計画についても必要に応じ適宜見直しを行います。 

 本計画は，統合や長寿命化等による事業費や施設数の縮減を目指してい

ますが，統合や廃止の実施ありきではなく，個々の施設における行政サー

ビスを低下させないことを前提に，効率的な再整備を実施していくことを

基本とします。 

なお，事業の効果については，各整備を実施する中で検証します。 
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４ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

施設類型ごとの管理に関する基本的な方針については，各個別計画に記載さ

れている内容を踏まえ記載します。 

 

(1) 公共建築物 

ア 現状・課題 

市が一般会計財産として保有している施設，特別会計財産として保有し

ている施設については，次のとおりです。 

 

表４－１ 公共建築物の現状 

施設種類 施設数 棟数 総延べ床面積（㎡） 主な施設・機能 

一般会計施設 359 1,413 806,222.92 
市役所本庁舎，市民センター， 

学校，消防署 

特別会計施設 18   52 119,218.83 
市民病院，浄化センター・ポン

プ場 

（２０２０年（令和２年）３月３１日時点）（「藤沢市公共施設再整備基本方針」より作成）   

 

他の自治体と同様に，本市においても，昭和３０年代から昭和５０年

代における人口増に合わせて，公共建築物を整備拡充してきたことから，

１９８１年（昭和５６年）以前の旧耐震基準※10 で建設された公共建築物

は，５０１棟，約２７万㎡（全体の３３．９％）となっています。（図４

－１） 

    旧耐震基準の公共建築物のうち，築５０年以上の建築物は７８棟，約

６万５千㎡（同８．０％）となっています。 

一方，築４０年前後の建築物が延べ床面積で全体の約３１％を占め，

１９７８年（昭和５３年）から１９８６年（昭和６１年）の９年間で，

５０９棟，約２５万㎡が建設され，施設更新を迎える時期が集中するこ

ととなり，一時的に多大な施設更新費用が必要となります。  

なお，公共建築物のうち下水道施設については，下水道法に基づく施

設や管理を行っており，点検や修繕，耐震化等の実施方針が一般会計施

設とは異なります。このため，下水道施設に係る「ウ 点検・診断等の

実施方針」以降の各実施方針については「（４）下水道」で後述します。 
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図４－１ 築年別の公共建築物整備状況（一般会計施設） 

 

（出典：「藤沢市公共施設再整備基本方針」） 

 

イ 取組状況（計画等の策定状況） 

(ｱ) 公共施設マネジメント白書（２００８年（平成２０年）１１月） 

施設の現状を様々な角度から整理・分析した上で，施

設を通した行政サービスの現状と課題を明確にすると

ともに，「１３地区別」の施設の実態や利用状況を整理・

分析し，とりまとめました。なお，公共施設マネジメン

トシステムにより，公共施設の施設情報，施設に係るコ

ストや利用状況，工事履歴，点検・維持管理等を総合的にデータ管理

し，適切な公共施設のマネジメントを進めます。  

 

(ｲ) 藤沢市公共施設再整備基本方針（２０１４年（平成２６年）３月）

（２０２１年（令和３年）６月部分改定） 

今後の公共施設の再整備に関する基本的な考え方を

①公共施設の安全性の確保，②公共施設の長寿命化，③

公共施設の機能集約・複合化による施設数の縮減の３つ

に整理し策定しました。 
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(ｳ) 第３次藤沢市公共施設再整備プラン（２０２１年（令和３年）９月） 

平成２６年度に第１次藤沢市公共施設再整備プラン

を策定し，具体的な施設再整備を示した「短期プラン」

と平成２６年度から令和１５年度までの２０年間の再

整備の考え方を示した「長期プラン」で構成しています。

令和３年９月には「短期プラン」及び「長期プラン」の

施設を更新し第３次藤沢市公共施設再整備プランを策定しました。 

 

ウ 点検・診断等の実施方針 

建築物の点検には，施設管理者による日常点検，建築基準法第１２条に

基づき定期的に行う点検（建物用途により指定）及び緊急点検の３つがあ

ります。 

それぞれの点検はそれぞれの目的を持って必要な時期に必要な項目に

ついて実施されるものであり点検時期が分散されますので，情報の共有化

を図り，適切に各施設の現状を把握するとともに，点検結果をシステム管

理し，点検履歴の蓄積を図ります。 

 

エ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

維持管理には，日常修繕（窓ガラスやドアの破損等）と工事による修繕

があります。日常修繕は，各施設管理者が実施し，工事による修繕につい

ては計画建築部公共建築課が実施します。 

工事による修繕は，公共建築物台帳に基づき実施する計画修繕又は事後

修繕となりますが，施設状況を確認し各年度に必要な工事に優先順位を定

め実施します。 

なお，施設更新に当たっては，「藤沢市公共施設再整備基本方針」に基

づき，防災機能の強化，ユニバーサルデザインの実施，PFI・PPP といっ

た民間活力の導入検討等を行います。 

 

オ 安全確保の実施方針 

藤沢市公共施設再整備基本方針において，再整備の基本的な考え方の３

項目のうちの一つとして「公共施設の安全性の確保」を掲げ，再整備に当

たっては，安全性の確保を最優先とし，特に旧耐震基準の施設は，今後機

能移転を含めた施設の再整備を進めます。 

また，再整備の優先順位を定めるに当たり，施設の耐震状況や耐用年数，

津波浸水想定区域に建設されているなどを採点項目とし，施設の安全性の
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確保を図ります。 

 

カ 耐震化の実施方針 

学校の校舎や体育館等の災害発災時の避難施設となる施設については，

２０１２年（平成２４年）までに耐震補強又は建て替えが完了しています。 

また，旧耐震基準により建設された施設の安全性の確保を最優先に耐震

化若しくは施設更新による安全確保を図ります。 

 

キ 長寿命化の実施方針 

藤沢市公共施設再整備基本方針において，再整備の基本的な考え方の３

項目のうちの一つとして「公共施設の長寿命化」を掲げています。 

今後，公共施設の長寿命化と将来的な維持管理コストの縮減及び計画的

な支出による財政の平準化を目指し，公共施設の保全に当たっては，従来

の事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に，財政状況を見極め

ながら順次移行します。 

移行に当たっては，公共施設マネジメントシステムのデータを参考に効

果の検証等を行い，優先順位を定めます。 

また，新たに施設を建設する際には，長期間利用できる仕様について設

計段階から検討します。 

 

ク 統合や廃止の推進方針 

藤沢市公共施設再整備基本方針において，再整備の基本的な考え方の３

項目のうちの一つとして「公共施設の機能集約･複合化による施設数の縮

減」を掲げ，施設更新の際は，単一機能での施設の建て替えではなく，機

能集約・複合化を基本とします。 

また，それぞれの機能の必要性について，行政としての役割を終えてい

ないか，民間等の施設で代替できないかなどの検討を行い，機能が不要と

判断されたものについては，他の機能での有効活用や取り壊しを行います。   

なお，跡地については，売却を含めた有効活用等を検討します。 

 

ケ ユニバーサルデザイン化の実施方針 

今後の公共施設等においては、「藤沢市公共施設再整備基本方針（令和

３年６月部分改定）」の趣旨に基づき、施設の用途・規模や立地する地域

の特性などに応じたユニバーサルデザイン化を推進します。 
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(2) 道路 

ア 現状・課題 

本市が管理する道路は，約１，３００ｋｍあり，約９割が舗装された道

路です。（表４－２） 

維持管理に係る経費については，経年劣化による舗装修繕箇所の増加や

都市化の進展に伴う交通状況の変化等により，年々増加している状況です。 

また，道路附属施設等においても，供用開始から年数が経過している施

設が多く，今後は老朽化による施設の修繕や更新が必要となります。 

これまでの維持管理については，施設の機能や性能に不具合が生じてか

ら対処する事後処置的な対応であり，将来的に施設の更新を含め維持管理

コストが増大することが想定されます。 

今後は，施設の延命化を図り，維持管理コストの平準化や低減を図るた

め，早期に施設の状況を把握し，予防保全型の維持管理に移行することが

求められています。 

そのほか，国道，県道の整備等については，国や県に早期整備に向けた

要望を行うとともに，効率的な道路維持を図るため，国，県，市が連携し

て取組を進める必要があります。 

 

表４－２ 主な道路施設の現状 

施設種別 施設種類 施設数等 備考 

道路舗装等 道路・歩行者専用道等 全長約 1,300km 舗装率 約 92.2%  

道路附属 

施設等 

トンネル  4 箇所 大庭トンネル，村岡トンネル 

地下道 13 箇所  

エレベーター 18 基 
藤沢駅，辻堂駅，湘南台駅， 

六会日大前駅等 
エスカレーター 20 基 

道路照明灯  約 4400 基  

（２０２１年（令和３年）４月１日時点） 
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イ 取組状況（計画等の策定状況） 

(ｱ) 藤沢市道路ストック白書（２０１９年（平成３１年）３月） 

橋りょう，トンネル，道路舗装，道路照明灯などの

道路ストックの管理を効果的・効率的に進めていくた

めに，今ある道路ストックの状況を把握し，計画的な

管理のあり方を検討していく基礎資料として作成し

ました。 

 

 

(ｲ) 藤沢市道路ストックマネジメント計画（２０２０年（令和２年）

９月） 

社会経済情勢の変化等をふまえ，効率的・効果的な

管理を継続していくため，道路ストックをマネジメン

トする視点にたち，目標，各施設の管理方針等を示し

た総合的な計画として策定しました。 

 

 

(ｳ) 藤沢市道路舗装修繕計画（第２期）（２０２０年（令和２年）３月） 

都市化の進展に伴う交通状況の変化や舗装の経年

劣化等から年々増大する舗装の管理費に対して，効率

的・効果的な修繕，管理費の平準化を図るために策定

しました。 

 

 

 

(ｴ) 藤沢市トンネル長寿命化修繕計画（２０１７年（平成２９年）３

月）（２０２０年（令和２年）１０月）部分改定） 

藤沢市が管理するトンネルについて，効率的かつ計

画的な維持補修により施設の延命化とライフ・サイク

ル・コストの縮減を図るために策定しました。 

 

 

 

 



19 

(ｵ) 藤沢市地下道長寿命化修繕計画（２０２１年（令和３年）３月） 

鉄道（JR 東海道線，小田急江ノ島線）との交差部等

に設置される地下道について，計画的に地下道の修繕

を行い，ライフ・サイクル・コストの低減と管理費の

平準化等を図るために策定しました。 

 

 

ウ 点検・診断等の実施方針 

主要な道路及び道路附属施設等については，５箇年ごとに国土交通省が

定めた点検実施要領に基づき，定期的な点検を実施することにより，施設

の健全性を保ちます。 

主要な道路以外の生活道路については，日常のパトロールにより点検を

実施します。 

 

エ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

道路ストックマネジメント計画及び個別施設計画に基づき，従来の事後

保全型の維持管理から，優先順位を定め，財政状況を見極めながら予防保

全型の維持管理に順次移行し，維持管理コストの平準化や低減を目指しま

す。 

 

オ 安全確保の実施方針 

道路の安全確保については，日常的なパトロールによる目視点検の中で，

道路陥没箇所等を発見した場合，応急修繕が可能となる体制を確保すると

ともに，災害時の緊急輸送道路を補完する道路について路面下空洞調査等

を行い安全確保に努めます。 

また，トンネル，地下道，エレベーター等については法定点検を実施す

るとともに，道路保護擁壁・のり面，道路照明等についても定期的な点検，

適切な修繕を行うことで，安全確保に努めます。 

 

カ 長寿命化の実施方針 

施設点検を定期的に実施することにより，施設の健全性を把握します。 

また，予防保全型の維持管理による機能保全を図り，施設の長寿命化を

目指します。 
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キ 統合や廃止の推進方針 

将来の交通流動を予測し，未整備の都市計画道路路線の見直しや新たな

路線整備を行う際には，既存路線の必要性について検討します。 

 

ク ユニバーサルデザイン化の実施方針 

ユニバーサルデザイン化の取り組みとして主に駅周辺に整備したエス

カレーター，エレベーターについて，定期点検や長寿命化の取り組みによ

り，それぞれの施設を維持してまいります。 

また，道路標識や案内図の更新の際には，ユニバーサルデザイン化を考

慮します。 
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(3) 橋りょう 

ア 現状・課題 

本市が管理する橋りょうについては次のとおりです。  

 

表４－３ 橋りょうの現状 

建設年度 本数 備考 

1971 年以前（昭和 46 年） 44 築 50 年以上 

1972 年（昭和 47 年）～1981 年（昭和 56 年） 48 築 40 年以上 

1982 年（昭和 57 年）～1991 年（平成 3 年） 41 築 30 年以上 

1992 年（平成 4 年）～2001 年（平成 13 年） 20 築 20 年以上 

2002 年（平成 14 年）～2011 年（平成 23 年） 26 築 10 年以上 

2012 年（平成 24 年）～2021 年（令和 3 年） 10 築 10 年以内 

建設年度不明 64 － 

合計 253 － 

（２０２１年（令和３年）３月３１日時点）     

 

約５割の橋りょうが，築３０年以上経過しており，２０２１年（令和３

年）時点では，建設から５０年以上を経過した橋は４４橋（約１７％）で

すが，２０年後の２０４１年（令和２３年）には１３３橋（約５３％）に

増加することになるため，より計画的に橋りょうを維持していくための取

組が不可欠となっています。 

 

図４－２ 橋りょうの整備状況 

 

 

 

 

 

 

50 年以上 
約 17％ 

50 年以上 
約 53％ 

50 年未満 
約 83％ 

50 年未満 
約 47％ 

2021 年（令和 3 年） 2041 年（令和 23 年） 

２０年後 
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イ 取組状況（計画等の策定状況） 

(ｱ) 藤沢市の橋りょう管理計画（第二期橋りょう長寿命化修繕計画）（２

０１８年（平成３０年）３月） 

これまでの橋が壊れてから直す「事後保全型」の維持管

理から，定期的な点検を行い『橋の損傷がひどくなる前に

補修』する「予防保全型」の維持管理に順次移行するため

策定しました。 

 

 

 

ウ 点検・診断等の実施方針 

橋りょうの定期的な点検と計画の見直しをサイクル的に実施します。  

なお，道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）及び「トンネル

等の健全性の診断結果の分類に関する告示」（平成２６年７月１日施行）

に基づき，５年毎にすべての橋りょうの健全度調査を実施します。  

 

図４－３ 橋りょうの維持管理サイクル 

 

  

 

 

 

 

 

 

エ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

健全度調査の結果，健全度評価Ⅱb 以上で維持することを管理目標とし，

健全度評価がⅡa またはⅡb となった橋りょうについて，順次補修を行う

予防保全型の維持管理を実施します。 

現在，健全度評価がⅣの橋りょうはありませんが，今後，評価結果がⅣ

となった場合には，架け替えを含め，大規模補修を検討します。 

 

 

 

 

・修繕計画に基づいた補修工事の実施  

・日常的なパトロール点検の実施  

・おおむね５年に１度，健全度調査を実施 

・調査結果を基に，補修工事の効果を検証  

・修繕計画の見直し，立案 

・修繕計画に基づいた補修工事の実施  

 

A 

効果の評価  

と改善  

（Action）  

Ｐ  

修繕計画の  

立案 

（Plan） 

D 

補修工事の  

実施 

（Do） 

C 

橋りょうの  

定期的な点検  

（Check） 

橋りょうの 

長寿命化 
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図４－４ 橋りょうの健全度評価のイメージ 

 

 

オ 安全確保の実施方針 

点検により損傷が判明した橋りょうについては，塗装の塗り替えやコン

クリートの補修等，必要な補修作業を実施し，安全確保を図ります。 

 

図４－５ 橋りょうの損傷例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 耐震化の実施方針 

利用者の安全確保と災害時の避難路や輸送路を確保するため，災害時の

避難路及び緊急輸送道路に関係する橋りょうと，跨線橋と，津波浸水想定

区域に位置する沿岸部の橋りょうについて，順次耐震化を実施します。 

 

キ 長寿命化の実施方針 

これまでの橋りょうが壊れてから直す事後保全型の維持管理から，定期

的な点検を行い，橋りょうの損傷がひどくなる前に補修する予防保全型の

維持管理へ順次移行します。 

予防保全型の維持管理の基本となる長寿命化修繕計画を実施すること

「例 塗装」 

Ⅰ  錆がほとんど無い         →健全である 

Ⅱａ 部分的に塗装が劣化        →まだ補修は実施しない  

Ⅱｂ 広範囲で塗装が劣化        →計画的に補修を実施する  

Ⅲ  錆が鉄の内部に進行しはじめている →優先的に補修を実施する  

Ⅳ  錆が鉄の内部に著しく進行している →大至急補修を実施する  

 

 

鉄筋露出 塗装の劣化・腐食 

ひびわれ・遊離石灰 路面の段差 
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により，大規模な補修工事となる前に軽微の処置で済ませ，維持管理コス

トの平準化や低減を目指します。 

 

ク 統合や廃止の推進方針 

車道橋と人道橋が別に近傍に架設されている箇所の更新に当たっては，

できるだけ歩車道橋として再整備することとします。 

 

ケ ユニバーサルデザイン化の実施方針 

橋りょうの架替や老朽化部材の交換を行う際には，ユニバーサルデザイ

ン化を考慮した更新とします。 
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(4) 下水道 

 ア 現状・課題 

   本市では，浸水の防除，公衆衛生の向上及び河川等の公共用水域の水

質保全を図るため，管路※１１や浄化センター※１２，ポンプ場※１３といった公

共下水道の整備運営を行っており，概要については次のとおりです。 

 

(ｱ) 管路施設 

１９５１年（昭和２６年）から整備を開始し，現在，主に北部第二

（三地区）土地区画整理事業等の市街地及び一部の市街化調整区域の

整備を進め，市全体で現在約１，６１５.２ｋｍが整備され，令和２年

度末現在の下水道普及率は９５．９％となっています。（表４－４，

図４－６）  

なお，下水道の処理区域については，地形上，南部処理区，東部処

理区，相模川流域処理区の３処理区に分けています。下水の排除方式

は，汚水と雨水を同一の管路で排除し処理する合流式下水道と汚水と

雨水を別々の管路で排除する分流式下水道があり，南部処理区では合

流式下水道（一部分流式下水道）を，東部処理区と相模川流域処理区

では分流式下水道を採用しています。（図４－７） 

 

 また，管路の約６５％が供用開始後３０年を経過しており，今後，

施設の老朽化等による更なる維持管理費の増大が見込まれるため，

「藤沢市下水道ストックマネジメント実施方針」と「藤沢市下水道総

合地震対策計画」を定め計画的な長寿命化や耐震化を進めています。 
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(ｲ) 浄化センター・ポンプ場施設 

     現在，２箇所の浄化センターと１５箇所のポンプ場が稼働していま

す。（図４－７） 

施設建設のピークが昭和５０年から６０年頃であったことから，老

朽化が進んだ施設が増加しており，施設設計の基準が古く耐震性能が

不足している施設も多くなっています。老朽化や地震発生に伴う施設

の破損・倒壊等による機能障害が発生し，日常生活や社会経済活動に

重大な影響を及ぼす恐れがあるため，管路施設と同様，「藤沢市下水

道ストックマネジメント実施方針」や「藤沢市下水道総合地震対策計

画」を定め，それぞれ計画的に長寿命化及び耐震化を進めています。 

 

表４－４ 下水道の状況 

項目 単位 合計 

内訳 

南部処理区 東部処理区 流域処理区 

全体計画面積 ha 5,754.1 2,385.0 2,774.6 594.5 

整備面積(汚水) ha 4,778.2 2,300.4 2,183.6 294.2 

整備面積(雨水) ha 3,415.7 2,224.1 1,136.3 55.3 

実施延長合流式 km 393.2 393.2 － － 

実施延長分流式(雨水) km 435.4 110.4 317.2 7.8 

実施延長分流式(汚水) Km 786.6 164.9 556.5 65.2 

実施延長合計 Km 1,615.2 668.5 873.7 73.0 

                                          （２０２１年（令和３年）３月３１日時点） 
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図４－６ 下水道普及率の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－７ 処理区の概要及び浄化センター・ポンプ場施設位置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及率の算定式方法  

     「下水道普及率：処理区域内人口／行政人口＊１００％」  

行政人口：４４０，３１３人（令和３年４月１日時点の住民基本台帳により算出） 

処理区域内人口：４００，３８７人  
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イ 取組状況（計画等の策定状況） 

(ｱ) 湘南ふじさわ下水道ビジョン（２０１１年（平成２３年）３月） 

近年の社会情勢の変化に伴い多種多様な課題に取り

組むため，下水道の現状と課題を踏まえ，基本理念を『湘

南のひかり輝く海・まちを未来へつなぐ下水道』と設定

し，４つの視点と基本目標を定め，具体的な施策，事業

計画の方針及び下水道ビジョンの実現に向けた進行管  

理や活動方策をまとめています。現在，策定から１０年が経過し社会情

勢等の変化も踏まえ，２０２３年（令和５年）の改定に向け見直し作業

を実施しています。 

 

(ｲ) 藤沢市下水道ストックマネジメント実施方針（２０２０年（令和２

年）３月） 

『湘南ふじさわ下水道ビジョン』では４つの視点，１

１の基本方針を定め，このうち，「視点 1-3 管路の老朽

化による道路陥没事故を未然に防止します」および「視

点４-1 施設再生，管理の改善・効率化に努めます」を

具体的に進めていくものとして定めています。この実施

方針に基づき，快適な市民生活を守るための重要な社会インフラであ

る下水道施設の適切な維持管理，修繕・改築を実現します。 

 

ウ 点検・診断等の実施方針 

管路施設では，予防保全型の管理として「状態監視保全」を行うことを

念頭に，管路施設全体を対象として５年に１回の点検頻度を原則とし，約

３４０ｋｍ／年の管路施設の点検を実施します。また，調査対象施設はリ

スクが高い施設を中心に，点的施設，線的施設，面的施設の順に優先度評

価を行い，５０ｋｍ／年を目安に調査対象施設を選定します。その後，必

要な施設については診断を実施し診断結果を緊急度Ⅰ～Ⅲまたは劣化な

しに区分し，診断結果及び各施設の被害規模（影響度）に基づき対策の必

要性を検討します。 

さらに，より効果的かつ効率的に点検・調査等を実施していくため，既

存の下水道台帳システムに，点検，診断，修繕履歴，改築工事履歴等を組

み入れ，体系的なデータベース化を図ります。 
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図４－８ 体系的データベースの概要 

 

    また，浄化センター・ポンプ場施設では，施設区分ごとに予防保全型

及び事後保全型の管理に分け「状態監視保全」，「時間計画保全」，「事後

保全」に分類した上で管理していくことを念頭に，「日常点検」，「定期点

検」，「法定点検」，「臨時点検」に区分し点検を実施します。なお，各点

検の点検単位，点検項目，点検頻度は，施設毎に設定します。さらに，

調査については「状態監視保全」に該当する施設のみを対象とし，点検

で異常が認められた施設に対して実施します。機械・電気設備について

は時期を設定した計画的調査も行います。その後，施設の調査結果に基

づき診断を実施し，劣化状況を数値化した「健全度」を設定しこれを基

に対策の必要性を検討します。 

 

エ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

管路施設については，前項に示した診断の結果，緊急度Ⅰまたは緊急度

Ⅱになった施設を改築の対象とし計画的に改築等を実施します。ただし，

財政制約等も踏まえると短期的に改築等を実施できない対象施設も出て

くるため，適切に点検等を実施することでリスクを管理し，管路の破損等

による道路陥没や機能停止の防止に努めます。また，可能な限りリスクを

低減させるため，より効率的に改築等を実施する必要があります。 

また，浄化センター・ポンプ場施設については，小分類に区分される機

械・電気設備のうち健全度３以下の施設を改築等の対象とし，それ以外の

小分類施設については適切に維持管理を継続します。 
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オ 安全確保の実施方針 

管路施設の調査及び診断において，維持管理システムへのデータ蓄積と

分析により，老朽化による破損の可能性がある管路を早期に特定し，より

計画的，効果的に改築・更新を進めることで，管路の老朽化に伴う破損防

止に努め，管路破損による道路陥没事故を未然に防止します。 

浄化センター・ポンプ場施設では，予防保全型の適切な維持管理等によ

る長寿命化や耐震化等の各対策により，機能停止による使用制限や未処理

下水の流出を防止します。 

  また津波対策として，神奈川県が公表する津波想定により，浸水想定

区域及び河川遡上※１４が想定される区間に存する河川に設置された雨水吐

口※１５への逆流防止対策を図ります。 

そして，近年特に激甚化・局地化・集中化している降雨により浸水する

と想定される浄化センター・ポンプ場施設等については，浸水しても機能

停止に陥らないような措置（耐水化など）を図り機能停止による浸水の拡

大や市民への使用抑制などを未然に防ぎます。 

 

カ 耐震化の実施方針 

地震による被災後も最低限の下水道機能を確保するため，管路施設，浄

化センター・ポンプ場施設ぞれぞれの重要度区分に応じた対象施設に対し，

段階的に耐震化を図ります。 

管路施設については，「重要な幹線等」と「その他の管路」に区分し，

「重要な幹線等」のうち「特に重要な幹線」に区分される，防災拠点や指

定避難所の排水を受ける管路を優先に耐震化を図ります。 

浄化センター・ポンプ場については，全ての施設を重要施設と位置付け，

その中でも，「人命を守る」，「公衆衛生の確保」などのアウトカム目標の

達成に必要な要求機能の項目（安全衛生機能・避難機能，揚水機能，消毒

機能，沈殿機能など）に重要度ランクを設定し，重要度ランクが高い施設

を優先に耐震化を図ります。 

 

キ 長寿命化の実施方針 

管路施設では，「エ 維持管理・修繕・更新等の実施方針」で示した緊

急度ⅠおよびⅡと診断された施設のうち，劣化状況に応じて修繕・改築の

判定を行いその対策内容に応じて長寿命化（更生工法）を図ります。なお，

２０１６年（平成２８年）から『藤沢市公共下水道南部処理区長寿命化計
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画』に基づく対策を実施してきましたが，現在は『藤沢市下水道ストック

マネジメント実施方針』に移行して引き続き対策を実施しています。 

浄化センター・ポンプ場施設でも，管路施設と同様，「エ 維持管理・

修繕・更新等の実施方針」で示した健全度３の施設について長寿命化の対

象として対策を実施します。 

なお，辻堂浄化センターの一部，大清水浄化センターの一部，藤が谷ポ

ンプ場及び大庭ポンプ場については，それぞれ長寿命化計画を策定し対策

を実施してきましたが，現在は，その他のポンプ場も含め『藤沢市下水道

ストックマネジメント実施方針』に移行して引き続き対策を実施していま

す。 

   

ク 統合や廃止の推進方針 

本市では，宅地利用の急激な縮小が見込まれないことから，下水道施設

は現状を維持していく必要があります。このため，基本的には統合や廃止

は生じないものと想定していましたが，老朽化の進むポンプ場については，

現状の敷地内での更新が困難な箇所があり，必要により統廃合を含めた再

配置を検討します。 

また，現在，神奈川県が主体となり県下市町村の下水道部局を対象とし

た「神奈川県汚水処理事業広域化・共同化検討会」が実施されており，そ

の検討次第では流域下水道への編入に伴う浄化センターの廃止なども考

えられる状況になっており，随時必要な検討を進めます。 

 

ケ ユニバーサルデザイン化の実施方針 

管路施設においては，基本的にはそのほとんどが地下埋設物構造であり

一般に共有できる施設ではなく，道路に設置されているマンホールの蓋も

容易に開閉できないため市民等が容易に立ち入ることができない構造と

なっています。また，道路に占用していることが多く，ユニバーサルデザ

インに伴う施設スペースを確保することが難しい施設です。これらのこと

から，管路施設のユニバーサルデザイン化は困難であり実施しない方針と

します。 

また，浄化センター・ポンプ場施設では，関係者以外が立ち入ると非常

に危険を伴うため，容易に立ち入ることができないよう対策を講じていま

す。ただし，浄化センターの管理棟では市職員や維持管理業者が常駐して

おり，さらに，管理棟以外の施設では施設見学を行っていることから，管
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理棟と施設見学に利用される施設を対象としてユニバーサルデザインを

踏まえた対応を検討していく方針とします。 

なお，辻堂浄化センター管理棟については，既にユニバーサルデザイン

化を実施しています。 
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(5) 公園 

ア 現状・課題 

本市の都市公園は，現在３１６箇所，約２３３．９７ｈａ（県立公園含

む）であり，市民一人当たりの都市公園面積は，約５．３３㎡／人となっ

ています。（表４－５） 

幼児や高齢者が安全・安心かつ容易に利用できる公園は，市民の居住地

の近くに配置される必要がありますが，市街化区域内において，居住地か

ら半径２５０ｍ（徒歩５分程度）以内に公園が配置されていない区域（未

到達区域）があります。公園は，災害時の一時避難場所としての機能も有

しており，未到達区域の早急な解消が求められているため，未整備の都市

計画公園・緑地の整備とともに，緑の広場※１６や市有地等の活用を検討す

る必要があります。 

また，良好な公園環境を維持するため，ニーズに合わせた公園施設の計

画的な改築等を進めていきます。 
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表４－５ 都市公園一覧表 

種別 規模等 
箇所 面積(ha) 

市 県 市 県 

住区基
幹公園 

街区公園 
誘致距離 250m の範囲
内 
面積 0.25ha を標準 

269  44.69  

近隣公園 
誘致距離 500m の範囲
内 
面積２ha を標準 

25  27.85  

地区公園 
誘致距離１km の範囲
内 
面積４ha を標準 

2  19.55  

計 296  92.08  

都市基
幹公園 

総合公園 
都市規模に応じ 
面積 10～50ha を標準 

2 2 28.74 27.20 

運動公園 
都市規模に応じ 
面積 15～75ha を標準 

2  13.42  

計 4 2 42.16 27.20 

特殊公
園 

風致公園  1  2.87  

墓園  1  36.87  

計 2  39.74  

大規模 

公園 

広域公園 
地方生活圏等広域的な
ブロック単位ごと 
面積 50ha 以上を標準 

1 1 1.67 17.39 

計 1 1 1.67 17.39 

緑地等 

都市林  1  2.68  

都市緑地  6  2.37  

緑道  2  8.5  

緩衝緑地  1  0.19  

計 10  13.73  

小計 313 23 189.38 44.59 

合計 316 233.97 

（２０２１年（令和３年）４月１日現在）  

※ 各面積は，百平方メートル未満を四捨五入して，ヘクタール表示としているため，合計

は一致しない。  
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図４－９ 都市公園位置図 

（引用：藤沢市都市計画公園・緑地見直し方針（２０１８年（平成３０年）３月）） 
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イ 取組状況（計画等の策定状況） 

   (ｱ) 藤沢市緑の基本計画（２０１１年（平成２３年）７月） 

市域における緑の保全及び緑化の推進に係る施策を

総合的かつ計画的に推進するために策定しました。本計

画により「緑地の保全」，「緑化の推進」，「都市公園の整

備」が一体となった総合的な展開が可能となり，より効

果的，効率的な都市の緑の保全，創出が実現できること 

   になります。 

 

(ｲ)   藤沢市公園施設長寿命化計画 遊戯施設編・小規模建物編 

（２０２１年度策定予定） 

本市が管理する都市公園における公園施設（遊戯施

設・小規模建物）について，安全性の確保及びライフサ

イクルコストの縮減の観点から，予防保全的管理による

長寿命化対策を含めた計画的な改築等の効果的，効率的

な更新及び利用を図るため策定しました。 

    

(ｳ) 藤沢市緑の実施計画《第３期計画》（２０２１年（令和３年）４月） 

「藤沢市緑の基本計画」の施策をより具体的に展開す

るための実施事業と，その進行管理を示すもので，「直

近，数年間に実施する緑関連事業の明確化」などを図る

ことができます。 

 

 

ウ 点検・診断等の実施方針 

公園内における事故を事前に予防し，来園者の安全を確保すること及

び施設の劣化状況の程度と内容を正確に把握するためのパトロールと

日常点検を実施します。 

公園内の遊戯施設については，事故の発生を未然に防ぐため，日常点

検に加え，国土交通省策定の「都市公園における遊具の安全確保に関す

る指針」に基づく定期点検を毎年実施します。（表４－６） 

また，遊戯施設以外のトイレ，駐車場，管理事務所については，令和

２年度に健全度調査を行い，ＡからＤまでの４段階で評価を行いました。

今後も，５年に１回の健全度調査を実施します。（表４－７） 
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     表４－６ 遊戯施設等の点検内容 

点検種別 
内  容 

点検頻度 

日常点検 可動部，チェーン，ロープ，ネットなど，藤沢市，公園指定管
理者および公園パトロール等業務委託受託者が消耗部材に着目
して点検を行う。 
ただし，（一社）日本公園施設業協会に定める規準への適合確
認は行わない。 

（12 回以上/年） 

定期点検 
「公園施設製品安全管理士」の資格または同等以上の知識かつ

実績を有する者による点検委託を行い，（一社）日本公園施設

業協会に定める規準への適合確認を行う。 （1 回/年） 

 

      表４－７ 公園施設の健全度評価基準（診断） 

判 定 判 断 基 準 

Ａ 
 全体的に健全である。 

 緊急の改修・更新の必要はないため，日常の維持保全で管理するもの。 

Ｂ 

 全体的に健全だが，部分的に劣化が進行している。 

 緊急の改修・更新の必要性はないが，維持保全での管理のほかに，定期 

的な観察が必要なもの。 

Ｃ 

 全体的に劣化が進行している。 

 現時点では重大な事故につながらないが，利用し続けるためには部分的   

な改修が必要なもの。 

Ｄ 

 全体的に顕著な劣化である。 

 重大な事故につながる恐れがあり，公園施設使用の禁止措置あるいは， 

 緊急な改修や更新が必要とされるもの。 

 

エ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

藤沢市公園施設長寿命化計画に基づき，事後保全型の維持管理から，予

防保全型の維持管理に順次移行し，維持管理コストの平準化や低減を目指

します。 

ただし，安全性の確保のため，評価がＤと判断された施設については，

早急に修繕を行い，必要に応じて使用停止や撤去・更新を行います。 

 

オ 安全確保の実施方針 

利用者の安全確保を第一に，災害時の広域避難場所や一時避難場所とし

て利用されることを考慮し，遊戯施設等の公園施設や樹木について，適切

な点検及び維持管理による安全確保を図ります。 
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カ 耐震化の実施方針 

公園内の旧耐震基準により建設された施設については，安全性の確保を

最優先に耐震化若しくは施設更新による安全確保を図ります。 

 

キ 長寿命化の実施方針 

公園施設の長寿命化に対する基本方針を「安全安心な公園施設の安全性

確保」，「予防保全型維持管理への転換による施設の長寿命化」，「持続可能

な維持管理計画の実施」とし，長寿命化を進めます。 

   

ク 統合や廃止の推進方針 

    本市の一人当たりの都市公園面積は現在約５．３３㎡／人となってお

り，「藤沢市緑の基本計画」で定める最終目標の１１㎡／人に対し，将来

人口推計（２０４５年（令和２７年））を考慮しても不足しているため，

今後も着実に公園整備を進めていく必要があります。 

    また，複数の公園が近接しているエリアなどにおいては，公園ごとに

機能分担を図るストック再編に向けた検討を進めるとともに，利用者の

少ない公園においては，有効活用に向けた検討を進めます。 

 

ケ ユニバーサルデザイン化の実施方針 

誰もが安全・安心に利用できる公園にするため，老朽化対策にあわせて，

出入口や水飲み，ベンチ等のユニバーサルデザイン化を進めます。 
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(6) 準用河川 

 ア 現状・課題 

       本市が管理する準用河川には，滝川，白旗川，不動川，一色川，打戻川

及び滝川分水路の６河川があります。（表４－８） 

また，県が管理する河川として，一級河川目久尻川及び小出川，二級河

川境川，引地川，柏尾川及び蓼川の６河川があります。 

神奈川県中央南部に位置する本市は，各河川の下流域であることから，

近年の急激な都市化の進展に伴い，台風やゲリラ豪雨など，河川流下能力

を超える集中豪雨の際，たびたび水害等に脅かされ，その対策が求められ

ています。 

このため，神奈川県では，目久尻川，境川及び引地川等の河川について，

河川の流下能力を高める河川改修や遊水地の整備などの総合的な流域整

備を進めており，これに合わせて本市でも水害等の頻度の高い準用河川か

ら改修を行い，水害の防止と軽減を図るとともに，老朽化する施設の更新

を進めています。 

 

表４－８ 準用河川の状況 

番号 水系 河川名 指定区間 指定日 
指定延長

（ｍ） 

流域面積

(ｋ㎡) 

１ 境川 滝川 
鎌倉市境から境川合

流点 
1973.08.11 1,925 3.98 

２ 境川 白旗川 
善行土地区画整理地

区から境川合流点 
1977.07.26 2,300 5.12 

３ 引地川 不動川 
六会ガード下から引

地川合流点 
1977.07.26 889 2.06 

４ 引地川 一色川 
市道高倉遠藤線から

引地川合流点 
1978.10.25 1,900 5.45 

５ 相模川 打戻川 
中里小学校から小出

川合流点 
1981.12.02 2,250 2.28 

６ 境川 
滝川分

水路 

滝川分派点から境川

合流点 
2010.07.01 978 3.59 
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図４－１０ 河川の位置図 

 

 



41 

イ 取組状況（計画等の策定状況） 

(ｱ) 準用河川滝川 

滝川分水路の完成により滝川流域の浸水被害が軽減されています。

しかしながら，護岸や河床の老朽化が進んでおり，破損等による周辺

への影響が懸念されています。 

このため，計画的な修繕・補修や改修による老朽化対策を進めてい

ます。 

 

  写真４－１ 改修工事の効果          

 【滝川分水路整備前】           【滝川分水路整備後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞光橋（平成１５年の台風時）     瑞光橋下流付近（平成２２年の台風時） 

 

 

(ｲ) 準用河川滝川分水路 

準用河川滝川流域では，土地区画整理事業等による市街化に伴う雨

水の流入量が増大したことにより，たびたび浸水被害が発生していた

ため，二級河川境川に放流する滝川分水路を築造しました。 

分水路が完成した平成２１年度で，滝川流域のうち，柄沢橋付近か

ら下流域の浸水対策が完了しています。 

今後は，分水路に付随するゲート等の河川構造物について，設備の

保全計画の策定に向けた検討を進めていきます。 
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(ｳ) 準用河川白旗川 

     白旗川流域の著しい市街化に伴う雨水の流入量増大により，たびた

び周辺住宅に床下，床上浸水の被害が発生していたため，平成３年度

より境川合流点から河川改修工事に着手し，河川改修工事を進めてま

いりました。現在では，白旗川１号橋の上流付近まで改修が完了して

います。   

これにより，改修済み区間における浸水被害の軽減及び護岸並びに

橋りょうの更新が完了しています。 

 

(ｴ) 準用河川不動川 

周辺の著しい市街化に伴う雨水の流入量増大により，たびたび浸水

被害が発生していたため，昭和６０年度より河川改修工事を進めてい

ます。平成１０年度で引地川合流点を除く区間で改修が完了し，準用

河川区間での浸水被害の軽減が図られ，施設の健全性が保たれていま

す。 

 

(ｵ) 準用河川一色川 

本河川の流域は，上流域に市街化調整区域を残すものの，中下流域

では市街化の進展等により，雨水流入量の増大による浸水被害が発生

しています。このため，整備基本計画を策定し，河川改修を進めてい

ます。 

 

(ｶ) 準用河川打戻川 

著しい市街化に伴う河川への流入量の増大に対応するため，平成５

年度より河川改修工事を進め，平成２２年度には小出川合流点から上

流２０ｍを除く区間２，２３０ｍの一次改修が完了し，準用河川区間

での浸水被害は軽減されています。 

  

ウ 点検・診断等の実施方針 

定期点検と日常や災害対応配備時のパトロールにより異常箇所の発見

に努め，適切な維持保全を実施します。 

 

 

 



43 

エ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

改修済みの河川については，施設の耐用年数や修繕履歴などをもとに，

日常のパトロールにより判明した異常箇所が，周辺施設に与える影響が少

ないうちに修繕を実施し，維持管理コストの低減を図ります。 

 

オ 安全確保の実施方針 

護岸等の構造物の修繕履歴などから老朽化の進行個所を想定し，より効

率的に異常箇所を発見することで，崩壊等による周辺への被害を未然に防

ぎます。 

なお，藤沢市準用河川管理施設等構造条例（平成２４年条例第２６号）

を制定し，堤防その他の主要なものの構造について，河川の管理上必要と

される一般的技術的基準を定め，良好な施設管理に努めています。 

 

カ 耐震化の実施方針 

改修済み箇所については，河川砂防技術基準（案）同解説・設計編等に

基づく耐震基準に基づき築造されており，地震による二次災害を防止し，

最低限の河川機能が確保されるものと見込んでいます。また，未改修箇所

については，改修による耐震性の確保を図ります。 

 

キ 長寿命化の実施方針 

定期点検により，施設の健全性を把握し，施設の損傷が軽微である早期

段階に修繕を実施する予防保全型の維持管理によって機能を保全し，施設

の長寿命化を図ります。 

 

ク 統合や廃止の推進方針 

河川周辺の都市化が想定されることや近年多発するゲリラ豪雨など，河

川流域内の雨水流入量が増加傾向であるため，機能廃止がされることは考

えにくく，統合や廃止の検討を行う状況にはありません。 
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(7) その他 

 ア 水路 

       本市には，約８０ｋｍの水路が機能しており，コンクリート柵きょ，Ｕ

型側溝など周辺状況や流量に合わせ様々な構造で整備を行っています。 

日常や災害対応配備時のパトロールにより，転落防止柵などの安全施設

を含めた異常箇所の発見に努め，施設の健全性を診断し，適切な維持管理

を実施します。 

  

イ その他インフラ施設 

その他のインフラ施設として，上水道（神奈川県企業庁水道局が敷設）

やガス，電気，通信等があります。 

それぞれの施設修繕，更新に当たっては，本市が行う道路や下水道の維

持管理等と大きく関わり合いますので，計画的に施工が出来るよう，定期

的に「藤沢市道路工事等調整連絡協議会」を開き，情報の共有化を図りま

す。 
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「用語の解説」 

 

※１ 準用河川: 一級河川及び二級河川以外の河川のうち，市町村長が指定し管理する河

川のこと。 

※２ 一般会計施設：一般会計とは，教育や福祉，土木などの市民サービスの提供を始め

とする，行政運営の基本的な経費を計上している会計であり，その会計上で管理し

ている施設。 

 

※３ 特別会計施設：特別会計とは公共料金や利用料など独自の収入をもって特定の支出

に充てるため，一般会計と区別して経理する必要がある場合に設けられる会計であ

り，その会計上で管理している施設。 

 

※４ 藤沢市公共資産活用等検討委員会：公有地等の有効活用並びに公共施設等の再整備

及び総合管理に係る方策を検討し，及び審査することにより，行財政運営に必要な

財源を確保するとともに，公共施設等の最適な配置等を実現するために設置した庁

内の委員会。 

 

※５ 藤沢市道路工事等調整連絡協議会：藤沢市が管理する道路の新設，改良，舗装及び

地下埋設工事等について，道路の構造を保全し円滑な交通の確保を図ることを目的

に設置した協議会。（市及び県並びにガス，電気，通信等インフラ事業者等が参加） 

 

※６ 民間インフラ事業者：電気やガス，通信回線等，社会インフラに関わる民間企業。 

 

※７ 政策会議：市長の意思決定を要する事項のうち特に重要なものや市議会に提出する

議案等を付議し，市行政の円滑かつ能率的な推進を図ることを目的に設置した会議。

（藤沢市庁議規則（平成２１年 規則第３号）） 

 

※８ ＰＰＰ（Public Private Partnership）：官と民の提携。事業の企画段階から民間

事業者が参加する等，幅広い範囲を民間に任せる手法。 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%B4%9A%E6%B2%B3%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%B4%9A%E6%B2%B3%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E9%95%B7
http://kotobank.jp/word/%E6%95%99%E8%82%B2
http://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E7%A5%89
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E6%9C%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%88%A9%E7%94%A8
http://kotobank.jp/word/%E7%8B%AC%E8%87%AA
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※９ ＰＦＩ（Private Finance Initiative）：民間資金を活用した社会資本整備。地方

自治体が基本的な事業計画を作り，資金やノウハウを提供する民間事業者を入札等

で募る手法。 

 

※10 旧耐震基準：建築物の設計をする際，地震の振動及び衝撃に対して安全なものとし

て建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）が定める基準で，１９８１年（昭和５

６年）５月３１日までの建築確認申請において適用されていた基準。これ以降の基

準を新耐震基準という。 

 

※11 管路：管きょ。または管きょ，マンホール，雨水吐き室，雨水吐口，ます，取付管

等の総称。 

 

※12 浄化センター：下水を最終的に処理して河川，海域等の公共用水域へ放流するため

に，下水道の施設として設けられた処理施設及びこれを補完する施設。本市におい

ては大清水浄化センター及び辻堂浄化センターを設置。 

 

※13 ポンプ場：下水などをポンプ揚水する目的のポンプ，配管，弁，補機類，制御設備

などを含む構造物。目的に応じて，排水ポンプ場，中継ポンプ場などがある。本市

においては，雨水の排水ポンプ場として４ポンプ場を，汚水の中継ポンプ場として

１４ポンプ場を設置。 

 

※14 河川遡上：津波等が陸地に押し寄せ，河口や運河・水路から入り，河川や運河・水

路に沿って遡上して内陸深くまで進む，河川に生じる現象のこと。 

 

※15 雨水吐口：雨水を下水道施設から河川などの公共用水域へ放流するために設けられ

た設備。 

 

※16 緑の広場：土地所有者の協力を得て，地域住民のレクリエーションやコミュニケー

ションの場，または災害時の一時避難場所として利用されている空閑地。用途（レ

クリエーション広場，運動広場，こども広場）に応じて市内各地に設置。 
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